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福
井
県
脳
血
管
・
循
環
器
疾
患
委
員
会
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
知
事　

杉
本　

達
治

福
井
県
規
則
第
六
号

　
　
　

福
井
県
脳
血
管
・
循
環
器
疾
患
委
員
会
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

福
井
県
脳
血
管
・
循
環
器
疾
患
委
員
会
規
則
（
平
成
八
年
福
井
県
規
則
第
二
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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養
蜂
振
興
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
知
事　

杉
本　

達
治

福
井
県
規
則
第
十
号

　
　
　

養
蜂
振
興
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

養
蜂
振
興
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
一
年
福
井
県
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
お
よ
び
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
養
蜂
振
興
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

           　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

\G

Z
æ
^G

Ω
Õ
øG

Z
æ
^G

Z
2
)
.
+
3
4
^G

W
ï
rG

2
)
b
J
M
•
Œ
9
/
t
å
�
)
Ø
∞
±
â
{
≤
≥
¥
�
µ
¥
Æ
ä
∂
∑
9
w
w
x

�
õ
ú
ä
2
)
¥
0
`
Ö
;
<
â
µ
¥
Æ
ä
)
Ø
∞
±
â
{
∏
π
∫
�
ª
º
†
+
º
∫
A
ç

é
ú
è
Ö
9
0
x
2
)
.
+
y
z
{
|
}
k
~
<
Ö
Ü
á
à
v
<
â
ä
�
Q
R
{
y
z
{
|

}
k
~
<
Ö
Ü
á
<
ã
9
Ä
t
å
�
2
)
.
+
3
4
A
ç
é
<
è
Ö
{
k
ê
<
FG

G

ΩG

î
W
]
r
W
?
©
+
=
f
9
0
<
2
)
.
+
3
4
+
™
´
Ö
¨
<
â
ä
�
Q
R
{
y
z
{

|
}
k
~
<
Ö
Ü
á
<
ã
9
Ä
t
å
�
2
)
.
+
3
4
A
ç
é
<
è
Ö
{
k
ê
<
FG

øG

b
\
©
+
2
)
.
+
3
4
A
ç
é
0
`
Ö
;
<
â
ä
�
2
)
.
3
4
Z
5
6
7
8
^
¡
¬

√
Z
ƒ
≈
W
\
Y
^
A
�
2
)
.
+
y
z
œ
–
õ
k
9
�
)
*
∆
A
m
q
¥
å
Q
R
9
«
»

¥
¨
é
v
…
¨
à
¨
t
FG

\G

Z
æ
^G

Ω
Õ
øG

Z
æ
^G

Z
2
)
.
+
3
4
^G

W
ï
rG

2
)
b
J
M
•
Œ
9
/
t
å
�
)
Ø
∞
±
â
{
≤
≥
¥
�
µ
¥
Æ
ä
∂
∑
9
w
w
x

�
õ
ú
ä
2
)
¥
0
`
Ö
;
<
â
µ
¥
Æ
ä
)
Ø
∞
±
â
{
∏
π
∫
�
ª
º
†
+
º
∫
A
ç

é
ú
è
Ö
9
0
x
2
)
.
+
y
z
{
|
}
k
~
<
Ö
Ü
á
à
v
<
â
Z
î
W
]
r
W
?
©
+

=
f
9
0
<
2
)
.
+
3
4
+
™
´
Ö
¨
<
â
A
≠
Æ
F
^
ä
�
Q
R
{
y
z
{
|
}
k
~

<
Ö
Ü
á
<
ã
9
Ä
t
å
�
2
)
.
+
3
4
A
ç
é
<
è
Ö
{
k
ê
<
FG

GG

ΩG

b
©
+
2
)
.
+
3
4
A
ç
é
0
`
Ö
;
<
â
ä
�
2
)
.
3
4
Z
5
6
7
8
^
¡
¬
√

Z
ƒ
≈
W
\
Y
^
A
�
2
)
.
+
y
z
œ
–
õ
k
9
�
)
*
∆
A
m
q
¥
å
Q
R
9
«
»
¥

¨
é
v
…
¨
à
¨
t
FG

G
G

G
G
G

—G

>G

è
+
=
>
ä
�
H
I
J
K
ò
M
?
P
w
à
“
”
;
<
FG

GG!

"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
1
2
6
;
<
9
:
=!

!
!

>
?
@
A
B
C
D
E
F!

!
!
!
!
!
!

"
#
$
G
H!

I
J!

K
L!

"
#
$
1
2
M
D
4
N!

!
!
!

"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
1
2!

!

"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
2
O
P
Q
D
%
A
"
#
$
1
2
M
R
D
E
N
S
3
4
5
6
T
3
U
V
W
7
8
9
:
=!

!

T
3
X
3
7
8
Y
Z
W
[
\
:
1
]
6
^
X
3
7
8
_
Z
W
[
\
:
1
]
W
`
a
b
c
9
U
V
W
7
8
9
:
=!

7
8
_!

7
8
Y!

d
X
M
4
O
M
B
-
e
f
S!

g
h!

i
j
k
l
m!

O
n
o!

p
q
r
s
t
u
v
w
S!

O
x
S!

O
x
S!

B
C
D
@
F
y
z!

B
C
R
D
{
F
|
b!

O
x
S!

B
C
R
D
@
F
y
z!

}
C
R
D
{
F
|
b!
B
~
B
%
�!

}
C
R
D
@
F
y
z!

{
C
R
D
F
|
b!

%
~
{
E
{!

{
C
R
D
4
F
y
z!

Ä
C
B
D
4
F
|
b!

Ä
~
E
%
�!

%
C
4
F
y
z!

E
C
R
D
{
F
|
b!

%
~
}
�
{!

E
C
R
D
@
F
y
z!

D
R
C
D
{
F
|
b!

O
x
S!

O
x
S!

O
x
S!

!

d
X
M
4
O
M
B
-
e
f
S!

g
h!

i
j
k
l
m!

O
n
o!

p
q
r
s
t
u
v
w
S!

O
x
S!

O
x
S!

B
C
D
@
F
y
z!

B
C
R
D
{
F
|
b!

O
x
S!

B
C
R
D
@
F
y
z!

}
C
R
D
{
F
|
b!

B
~
}
�
}!

}
C
R
D
@
F
y
z!

{
C
R
D
F
|
b!

%
~
Ä
�
}!

{
C
R
D
4
F
y
z!

Ä
C
B
D
4
F
|
b!

%
~
R
�
R!

%
C
4
F
y
z!

E
C
R
D
{
F
|
b!

%
~
Ä
�
}!

E
C
R
D
@
F
y
z!

D
R
C
D
{
F
|
b!

O
x
S!

O
x
S!

O
x
S!

!

!
!
!

Å!

2!

!

Ç
3
1
2
É
Ñ
;
<
3
F
y
z
/
0
9
:
=!

!



令和６年３月19日（火） 福 井 県 報 第 290 号 10
           　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

\G

Z
æ
^G

Ω
Õ
øG

Z
æ
^G

Z
2
)
.
+
3
4
^G

W
ï
rG

2
)
b
J
M
•
Œ
9
/
t
å
�
)
Ø
∞
±
â
{
≤
≥
¥
�
µ
¥
Æ
ä
∂
∑
9
w
w
x

�
õ
ú
ä
2
)
¥
0
`
Ö
;
<
â
µ
¥
Æ
ä
)
Ø
∞
±
â
{
∏
π
∫
�
ª
º
†
+
º
∫
A
ç

é
ú
è
Ö
9
0
x
2
)
.
+
y
z
{
|
}
k
~
<
Ö
Ü
á
à
v
<
â
ä
�
Q
R
{
y
z
{
|

}
k
~
<
Ö
Ü
á
<
ã
9
Ä
t
å
�
2
)
.
+
3
4
A
ç
é
<
è
Ö
{
k
ê
<
FG

G

ΩG

î
W
]
r
W
?
©
+
=
f
9
0
<
2
)
.
+
3
4
+
™
´
Ö
¨
<
â
ä
�
Q
R
{
y
z
{

|
}
k
~
<
Ö
Ü
á
<
ã
9
Ä
t
å
�
2
)
.
+
3
4
A
ç
é
<
è
Ö
{
k
ê
<
FG

øG

b
\
©
+
2
)
.
+
3
4
A
ç
é
0
`
Ö
;
<
â
ä
�
2
)
.
3
4
Z
5
6
7
8
^
¡
¬

√
Z
ƒ
≈
W
\
Y
^
A
�
2
)
.
+
y
z
œ
–
õ
k
9
�
)
*
∆
A
m
q
¥
å
Q
R
9
«
»

¥
¨
é
v
…
¨
à
¨
t
FG

\G

Z
æ
^G

Ω
Õ
øG

Z
æ
^G

Z
2
)
.
+
3
4
^G

W
ï
rG

2
)
b
J
M
•
Œ
9
/
t
å
�
)
Ø
∞
±
â
{
≤
≥
¥
�
µ
¥
Æ
ä
∂
∑
9
w
w
x

�
õ
ú
ä
2
)
¥
0
`
Ö
;
<
â
µ
¥
Æ
ä
)
Ø
∞
±
â
{
∏
π
∫
�
ª
º
†
+
º
∫
A
ç

é
ú
è
Ö
9
0
x
2
)
.
+
y
z
{
|
}
k
~
<
Ö
Ü
á
à
v
<
â
Z
î
W
]
r
W
?
©
+

=
f
9
0
<
2
)
.
+
3
4
+
™
´
Ö
¨
<
â
A
≠
Æ
F
^
ä
�
Q
R
{
y
z
{
|
}
k
~

<
Ö
Ü
á
<
ã
9
Ä
t
å
�
2
)
.
+
3
4
A
ç
é
<
è
Ö
{
k
ê
<
FG

GG

ΩG

b
©
+
2
)
.
+
3
4
A
ç
é
0
`
Ö
;
<
â
ä
�
2
)
.
3
4
Z
5
6
7
8
^
¡
¬
√

Z
ƒ
≈
W
\
Y
^
A
�
2
)
.
+
y
z
œ
–
õ
k
9
�
)
*
∆
A
m
q
¥
å
Q
R
9
«
»
¥

¨
é
v
…
¨
à
¨
t
FG

G
G

G
G
G

—G

>G

è
+
=
>
ä
�
H
I
J
K
ò
M
?
P
w
à
“
”
;
<
FG

GG!

"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
)
2
3
4
5
6
.
/
0
1
4
'
7
.
/
8!

!
!

9
:
;
<
=
>
?
@
A!

!
!
!
!
!
!

"
#
$
B
C!

D
E!

F
G!

"
#
$
0
1
H
?
I
J!

!
!
!

"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
)
2
3
4
5
6
.
/
0
1!

!

"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
K
L
:
M
?
N
<
"
#
$
0
1
H
N
?
I
J
O
)
2
3
4
P
)
Q
R
,
5
6
.
/
8!

!

P
)
S
)
5
6
T
U
,
V
W
/
0
X
4
Y
S
)
5
6
Z
U
,
V
W
/
0
X
,
[
\
]
^
.
Q
R
,
5
6
.
/
8!

5
6
Z!

5
6
T!

!

K
_
X
'
(
`
a
)
b
c
A
d
Q
e
b
c
f
g
O!

H
N
h!

_
X
'
(
`
a
)
b
c
A
d
Q
e
b
c
f
g
i
j
P
)
S
)
k
d
l
k
.
/
8!

%
&
'
(
)
m
n!

_
X
'
(
`
a
)

m
n!

b
c
A!

b
c
f
g!

o
p
'
(!

q
r
s
t!

2
>
N
A
u
v
=
>
=

?
2
A
w
]
d
Q
e
?

2
>
2
A
u
v
?
I
>

I
?
x
A
w
]
)
A!

@
f
u
v
?
y
f

w
]!

N
>
2
A
u
v
?
>
=

?
2
A
w
]
)
A!

;
f
u
v
?
@
f

w
]!

z
{
|
}
'
(!

~
�
Ä
Å
Ç
É
t!

2
>
M
A
u
v
?
I
>

I
?
y
A
w
]
)
A!

x
f
=
?
Ñ
u
v

?
y
f
w
]!

q
r
s
t!

2
>
M
A
u
v
?
I
>

I
?
y
A
w
]
)
A!
x
f
=
?
Ñ
u
v

?
y
f
w
]!

Ö!

K
Ü
O!

!

K
_
X
'
(
`
a
)
b
c
A
d
Q
e
b
c
f
g
O!

H
N
h!

_
X
'
(
`
a
)
b
c
A
d
Q
e
b
c
f
g
i
j
P
)
S
)
k
d
l
k
.
/
8!

%
&
'
(
)
m
n!

_
X
'
(
`
a
)

m
n!

b
c
A!

b
c
f
g!

o
p
'
(!

q
r
s
t!

2
>
N
A
u
v
?
I
>

I
?
x
A
w
]
)
A!

!!

x
f
=
?
Ñ
u
v

A
á
w
]!

!!

!

z
{
|
}
'
(!

~
�
Ä
Å
Ç
É
t!

2
>
M
A
u
v
?
I
>

I
?
y
A
w
]
)
A!

x
f
=
?
Ñ
u
v

A
á
w
]!

q
r
s
t!

2
>
M
A
u
v
?
I
>

I
?
y
A
w
]
)
A!

x
f
=
?
Ñ
u
v

A
á
w
]!

Ö!

K
Ü
O!

!
!
!

à!

1!

!

â
)
0
1
i
j
9
:
;
<
N
>
2
A
u
v
`
ä
.
/
8!

!



令和６年３月19日（火） 福 井 県 報 第 290 号11

福
井
県
告
示
第
１
０
６
号

　
県
統
計
調
査
の
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
　
　
　

県
統
計
調
査
の
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

県
統
計
調
査
の
告
示
（
平
成
２
１
年
福
井
県
告
示
第
１
８
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
表
中

告
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に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
令
和
６
年
３
月
１
９
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
０
７
号

　
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
５
３
号
）
第
６
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
５
年
福

井
県
告
示
第
３
８
２
号
に
よ
り
指
定
し
た
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ

る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域

（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い
う
。
）
の
全
部
に
つ
い
て
、
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
５
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
指
定
を
解
除
す
る
要
措
置
区
域

　
　
要
措
置
区
域
（
越
前
市
北
府
二
丁
目
２
６
字
西
中
島
２
番
１
お
よ
び
８
番
の
各
一
部
）
の
全
部

「

」
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２
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
１
４
年
環
境
省
令
第
２
９
号
）
第
３
１
条
第
１
項
の
基
準
に
適

　
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類
　
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

３
　
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
　

　
　
土
壌
汚
染
の
除
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
０
８
号

　
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
１
４
年
法
律
第
５
３
号
）
第
１
１
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
５
年

福
井
県
告
示
第
３
８
３
号
に
よ
り
指
定
し
た
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質

の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区

域
」
と
い
う
。
）
の
全
部
に
つ
い
て
、
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
６
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
指
定
を
解
除
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

　
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
（
越
前
市
北
府
二
丁
目
２
５
字
南
堂
ノ
本
６
２
番
１
、
２
６
字
西
中
島
２

番
１
、
８
番
お
よ
び
２
０
３
字
東
中
島
１
番
１
の
各
一
部
）
の
全
部

２
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
１
４
年
環
境
省
令
第
２
９
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第

　
３
１
条
第
１
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類
　
水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
、

　
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

　
規
則
第
３
１
条
第
２
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類
　
鉛
及
び
そ
の
化

合
物

３
　
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
　

　
　
土
壌
汚
染
の
除
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
０
９
号

　
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
６
６
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
防

疫
員
に
よ
る
検
査
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

検
査
項
目

ヨ
ー
ネ
病

発
生
予
防

大
野
市

県
内
全
域

実
施
の
目
的
実
施
す
る
区
域

対
象
家
畜
の
種
類
、範
囲

実
施
の
期
日

検
査
の
方
法

1）搾
乳
の
用
に
供
し
、ま
た
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い

る
雌
牛

2）繁
殖
の
用
に
供
し
、ま
た
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い

る
肉
用
雌
牛

3）種
付
け
の
用
に
供
し
、ま
た
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て

い
る
雄
牛

4）前
３
号
の
牛
と
同
一
施
設
で
飼
育
し
て
い
る
牛

1）搾
乳
あ
る
い
は
繁
殖
の
用
に
供
し
、ま
た
は
供
す
る
目
的

で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
の
う
ち
、実
施
の
期
日
内
に
県
外
か

ら
導
入
さ
れ
た
も
の

2）搾
乳
あ
る
い
は
繁
殖
の
用
に
供
し
、ま
た
は
供
す
る
目
的

で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
の
う
ち
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
定

す
る
も
の

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

予
備
的
抗
体
検
出
法
、リ
ア
ル
タ
イ
ム

Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
、ヨ
ー
ニ
ン
、お
よ
び
補
体

結
合
反
応
検
査

伝
達
性
海
綿
状
脳
症

腐
蛆
病

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病

豚
熱

ア
フ
リ
カ
豚
熱

発
生
予
防

発
生
予
防

発
生
予
防

発
生
予
察

発
生
予
察

発
生
予
察

発
生
予
察

発
生
予
察

県
内
全
域

県
内
全
域

県
内
全
域

県
内
全
域

県
内
全
域

県
内
全
域

坂
井
市

県
内
全
域

1）牛
海
綿
状
脳
症
を
疑
う
症
状
を
呈
し
て
死
亡
し
た
牛

2）18
ヶ
月
齢
以
上
で
死
亡
し
た
め
ん
羊
お
よ
び
山
羊

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

エ
ラ
イ
ザ
法
、ウ
エ
ス
タ
ン
ブ
ロ
ッ
ト

法
に
よ
る
検
査
お
よ
び
免
疫
組
織
化

学
的
検
査

実
施
す
る
区
域
内
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
蜜
蜂
の
う
ち
、家
畜

保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

肉
眼
検
査
お
よ
び
細
菌
学
的
検
査

実
施
す
る
区
域
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
豚
の
う
ち
、家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

ラ
テ
ッ
ク
ス
凝
集
反
応

実
施
す
る
区
域
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
豚
の
う
ち
、家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

RT
-PCR法

、蛍
光
抗
体
法
、中
和
試

験
お
よ
び
エ
ラ
イ
ザ
法

実
施
す
る
区
域
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
豚
の
う
ち
、家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

PCR法

別
表
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検
査
項
目

ヨ
ー
ネ
病

発
生
予
防

大
野
市

県
内
全
域

実
施
の
目
的
実
施
す
る
区
域

対
象
家
畜
の
種
類
、範
囲

実
施
の
期
日

検
査
の
方
法

1）搾
乳
の
用
に
供
し
、ま
た
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い

る
雌
牛

2）繁
殖
の
用
に
供
し
、ま
た
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い

る
肉
用
雌
牛

3）種
付
け
の
用
に
供
し
、ま
た
は
供
す
る
目
的
で
飼
育
し
て

い
る
雄
牛

4）前
３
号
の
牛
と
同
一
施
設
で
飼
育
し
て
い
る
牛

1）搾
乳
あ
る
い
は
繁
殖
の
用
に
供
し
、ま
た
は
供
す
る
目
的

で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
の
う
ち
、実
施
の
期
日
内
に
県
外
か

ら
導
入
さ
れ
た
も
の

2）搾
乳
あ
る
い
は
繁
殖
の
用
に
供
し
、ま
た
は
供
す
る
目
的

で
飼
育
し
て
い
る
雌
牛
の
う
ち
家
畜
保
健
衛
生
所
長
の
指
定

す
る
も
の

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

予
備
的
抗
体
検
出
法
、リ
ア
ル
タ
イ
ム

Ｐ
Ｃ
Ｒ
法
、ヨ
ー
ニ
ン
、お
よ
び
補
体

結
合
反
応
検
査

伝
達
性
海
綿
状
脳
症

腐
蛆
病

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病

豚
熱

ア
フ
リ
カ
豚
熱

発
生
予
防

発
生
予
防

発
生
予
防

発
生
予
察

発
生
予
察

発
生
予
察

発
生
予
察

発
生
予
察

県
内
全
域

県
内
全
域

県
内
全
域

県
内
全
域

県
内
全
域

県
内
全
域

坂
井
市

県
内
全
域

1）牛
海
綿
状
脳
症
を
疑
う
症
状
を
呈
し
て
死
亡
し
た
牛

2）18
ヶ
月
齢
以
上
で
死
亡
し
た
め
ん
羊
お
よ
び
山
羊

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

エ
ラ
イ
ザ
法
、ウ
エ
ス
タ
ン
ブ
ロ
ッ
ト

法
に
よ
る
検
査
お
よ
び
免
疫
組
織
化

学
的
検
査

実
施
す
る
区
域
内
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
蜜
蜂
の
う
ち
、家
畜

保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

肉
眼
検
査
お
よ
び
細
菌
学
的
検
査

実
施
す
る
区
域
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
豚
の
う
ち
、家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

ラ
テ
ッ
ク
ス
凝
集
反
応

実
施
す
る
区
域
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
豚
の
う
ち
、家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

RT
-PCR法

、蛍
光
抗
体
法
、中
和
試

験
お
よ
び
エ
ラ
イ
ザ
法

実
施
す
る
区
域
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
豚
の
う
ち
、家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

PCR法

高
病
原
性
/低
病
原
性
鳥

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

実
施
す
る
区
域
で
、100羽

以
上
の
家
き
ん（
だ
ち
ょ
う
に
お
い

て
は
10羽
以
上
）を
飼
育
し
て
い
る
農
場
で
飼
育
さ
れ
て
い
る

家
き
ん
の
う
ち
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

エ
ラ
イ
ザ
法
お
よ
び
寒
天
ゲ
ル
内
沈

降
反
応

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症

ア
ル
ボ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

実
施
す
る
区
域
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
種
鶏
お
よ
び
同
候
補
鶏

の
う
ち
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

急
速
平
板
凝
集
法

未
越
夏
牛（
前
年
11月
か
ら
当
年
4月
ま
で
に
生
ま
れ
た
も
の

）あ
る
い
は
抗
体
陰
性
牛
の
う
ち
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指

定
す
る
も
の

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

中
和
試
験

別
表
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福
井
県
告
示
第
１
１
０
号

　
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
１
６
６
号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
畜
防

疫
員
に
よ
る
豚
熱
予
防
注
射
を
実
施
す
る
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る

。　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
実
施
の
目
的

　
　
養
豚
場
に
お
け
る
豚
熱
の
発
生
予
防

２
　
実
施
す
る
区
域

　
　
県
内
全
域

３
　
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜

　
　
豚

４
　
実
施
の
期
日

　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

５
　
注
射
の
方
法

　
　
皮
下
ま
た
は
筋
肉
内
注
射
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
１
１
号

　
漁
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
６
７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
令
和
５
管
理
年
度
（
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間

を
い
う
。
）
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表

す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

第
１
　
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）

　
１
　
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

　
法
第
１
６
条
第
１
項
の
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理
区
分
に

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

発
生
予
防

発
生
予
防

発
生
予
防

発
生
予
察

発
生
予
察

発
生
予
察

発
生
予
察

発
生
予
察

県
内
全
域

県
内
全
域

県
内
全
域

県
内
全
域

県
内
全
域

県
内
全
域

坂
井
市

県
内
全
域

高
病
原
性
/低
病
原
性
鳥

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

実
施
す
る
区
域
で
、100羽

以
上
の
家
き
ん（
だ
ち
ょ
う
に
お
い

て
は
10羽
以
上
）を
飼
育
し
て
い
る
農
場
で
飼
育
さ
れ
て
い
る

家
き
ん
の
う
ち
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

エ
ラ
イ
ザ
法
お
よ
び
寒
天
ゲ
ル
内
沈

降
反
応

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症

ア
ル
ボ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

実
施
す
る
区
域
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
種
鶏
お
よ
び
同
候
補
鶏

の
う
ち
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

急
速
平
板
凝
集
法

未
越
夏
牛（
前
年
11月
か
ら
当
年
4月
ま
で
に
生
ま
れ
た
も
の

）あ
る
い
は
抗
体
陰
性
牛
の
う
ち
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
指

定
す
る
も
の

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日

ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、家
畜
保
健
衛
生
所
長
が

指
定
す
る
日

中
和
試
験
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公
　
　
　
　
　
告

第
２
　
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）

　
１
　
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

　
法
第
１
６
条
第
１
項
の
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
知
事
管
理
区
分
に

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
１
２
号

　
一
般
国
道
１
５
８
号
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
道
路
防
災
対
策
工
事
の
竣
工
に
伴
い
、
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
奥
越
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
６
年
３
月

１
９
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

き
、
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
福
井
県
証
紙
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例

第
１
４
号
）
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
お
よ
び
名
称

　
　
福
井
市
日
之
出
３
丁
目
９
番
３
号

　
　
京
福
日
之
出
ビ
ル
２
階

　
　
一
般
社
団
法
人
福
井
県
交
通
安
全
協
会

２
　
証
紙
売
り
さ
ば
き
の
場
所

　
　
福
井
市
開
発
５
丁
目
１
０
３
－
１

　
　
福
井
県
福
井
警
察
署
構
内

３
　
指
定
取
消
年
月
日

　
　
令
和
６
年
３
月
１
８
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
１
１
３
号

　
福
井
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
規
則
第
３
２
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

　
日
野
川
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
３
月
３
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
牧
野
　
良
信
　
鯖
江
市
川
去
町
37-14

　
〃
　
　
川
端
　
保
郎
　
越
前
市
新
保
町
19-13

　
〃
　
　
澤
﨑
　
輝
男
　
南
越
前
町
関
ケ
鼻
13-12-1

　
〃
　
　
髙
木
　
長
久
　
南
越
前
町
脇
本
10-39

　
〃
　
　
杉
本
　
寛
重
　
越
前
市
小
野
谷
町
52-55

　
〃
　
　
牧
田
　
峰
雄
　
越
前
市
真
柄
町
15-16

　
〃
　
　
塚
﨑
　
信
行
　
越
前
市
高
木
町
42-6

　
〃
　
　
佐
治
　
覺
次
　
越
前
市
中
平
吹
町
74-4

　
〃
　
　
直
井
　
伍
平
　
越
前
市
片
屋
町
28-30

　
〃
　
　
長
田
　
等
三
　
越
前
市
西
尾
町
41-35

　
〃
　
　
海
田
　
和
廣
　
越
前
市
山
室
町
50-6-2

　
〃
　
　
上
坂
　
正
嗣
　
越
前
市
朽
飯
町
22-6

　
〃
　
　
青
山
　
泰
雄
　
鯖
江
市
持
明
寺
町
12-1-1

２
１
．４

０
．２

福
井
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
大
型
魚
）定
置
漁
業

福
井
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
大
型
魚
）漁
船
漁
業
等

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

（
単
位
：
ト
ン
）

３
７
．４

０
．４

福
井
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
小
型
魚
）定
置
漁
業

福
井
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ

（
小
型
魚
）漁
船
漁
業
等

知
事
管
理
区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

（
単
位
：
ト
ン
）

道路種類

路線名
供
用
開
始
の
区
間

供
用
開
始
の
期
日

１５８号

一般国道

大
野
市
西
勝
原
２
字
中
林
１

番
４
か
ら

大
野
市
西
勝
原
３
９
字
奥
向

１
番
４
２
ま
で

令
和
６
年

３
月
１
９
日
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〃
　
　
佐
々
木
武
二
　
鯖
江
市
石
生
谷
町
32-73

　
〃
　
　
齋
藤
　
一
己
　
鯖
江
市
中
野
町
10-32

　
〃
　
　
稲
崎
　
　
長
　
鯖
江
市
四
方
谷
町
5-44

　
〃
　
　
大
久
保
清
市
　
鯖
江
市
鳥
羽
1-2-29

　
〃
　
　
福
岡
　
重
光
　
鯖
江
市
横
越
町
13-13

　
〃
　
　
木
下
　
敏
一
　
福
井
市
島
寺
町
60-19-1

　
〃
　
　
宇
野
　
國
雄
　
福
井
市
在
田
町
3-17

　
〃
　
　
堀
内
　
敏
正
　
福
井
市
鉾
ヶ
崎
町
26-28

　
〃
　
　
前
田
　
重
信
　
福
井
市
安
保
町
9-6

　
〃
　
　
上
木
　
真
吾
　
越
前
市
高
木
町
41-5

監
　
事
　
片
山
　
明
則
　
南
越
前
町
鋳
物
師
21-19

　
〃
　
　
棚
田
　
敏
幸
　
越
前
市
広
瀬
町
101-11

　
〃
　
　
手
鹿
　
廣
一
　
鯖
江
市
下
氏
家
町
16-22

　
〃
　
　
宮
本
　
正
治
　
福
井
市
片
粕
町
14-3

　
〃
　
　
片
岡
　
建
和
　
越
前
市
村
国
2-5-42

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
日
野
川
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
３
月
４
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
杉
本
　
寛
重
　
越
前
市
小
野
谷
町
52-55

　
〃
　
　
牧
野
　
良
信
　
鯖
江
市
川
去
町
37-14

　
〃
　
　
川
端
　
保
郎
　
越
前
市
新
保
町
19-13

　
〃
　
　
上
木
　
真
吾
　
越
前
市
高
木
町
41-5

　
〃
　
　
澤
﨑
　
輝
男
　
南
越
前
町
関
ケ
鼻
13-12-1

　
〃
　
　
嶋
﨑
　
政
信
　
南
越
前
町
阿
久
和
61-40

　
〃
　
　
服
部
　
常
雄
　
越
前
市
向
新
保
町
35-16

　
〃
　
　
小
柳
　
　
茂
　
越
前
市
北
町
42-34

　
〃
　
　
井
上
　
孝
次
　
越
前
市
塚
町
4-4-1

　
〃
　
　
佐
治
　
覺
次
　
越
前
市
中
平
吹
町
74-4

　
〃
　
　
大
久
保
健
一
　
越
前
市
上
太
田
町
28-12

　
〃
　
　
岡
田
　
勘
一
　
越
前
市
広
瀬
町
155-19

　
〃
　
　
海
田
　
和
廣
　
越
前
市
山
室
町
50-6-2

　
〃
　
　
前
田
　
博
之
　
越
前
市
殿
町
8-23

　
〃
　
　
青
山
　
泰
雄
　
鯖
江
市
持
明
寺
町
12-1-1

　
〃
　
　
加
藤
　
孝
和
　
鯖
江
市
大
倉
町
10-10

　
〃
　
　
青
木
　
一
郎
　
鯖
江
市
石
生
谷
町
29-2

〃
　
　
齋
藤
　
一
己
　
鯖
江
市
中
野
町
10-32

〃
　
　
石
本
　
義
幸
　
鯖
江
市
下
新
庄
町
53-6

〃
　
　
笠
嶋
　
正
信
　
鯖
江
市
上
河
端
町
55-43

〃
　
　
松
澤
　
重
治
　
福
井
市
田
尻
栃
谷
町
29-4

〃
　
　
上
山
康
一
郎
　
福
井
市
真
栗
町
42-27

〃
　
　
吉
田
　
善
久
　
福
井
市
浅
水
町
101-8

〃
　
　
村
上
　
一
美
　
福
井
市
杉
谷
町
26-25

監
　
事
　
上
坂
　
正
嗣
　
越
前
市
朽
飯
町
22-6

〃
　
　
宇
野
　
孝
恵
　
越
前
市
五
分
市
町
14-22

〃
　
　
稲
崎
　
　
長
　
鯖
江
市
四
方
谷
町
5-44

〃
　
　
吉
田
　
文
雄
　
福
井
市
浅
水
二
日
町
27-21-1

〃
　
　
片
岡
　
建
和
　
越
前
市
村
国
2-5-42

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
１
４
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
６
年
２
月
２

０
日
に
国
土
地
理
院
よ
り
基
本
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
４
条
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
国
土
地
理
院

２
　
作
業
の
種
類

　
　
基
本
測
量
（
電
子
基
準
点
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
福
井
市
、
敦
賀
市
、
小
浜
市
、
大
野
市
、
鯖
江
市
、
坂
井
市
、
今
立
郡
池
田
町
、
南
条
郡
南
越
前
町

、
丹
生
郡
越
前
町
、
大
飯
郡
お
お
い
町
、
三
方
上
中
郡
若
狭
町
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
１
月
１
１
日
に
美
浜
町
よ
り
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。
　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日
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福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
美
浜
町

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
デ
ー
タ
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
６
年
１
月
１
１
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
１
５
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
美
浜
町
全
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
１
月
２
４
日
に
国
土
交
通
省
近
畿
地
方
整
備
局
福
井
河
川
国
道
事
務
所
よ
り
公

共
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
河
川
国
道
事
務
所

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
０
月
１
０
日
か
ら
令
和
５
年
１
２
月
２
０
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
三
方
上
中
郡
若
狭
町
日
笠
～
小
浜
市
加
斗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
２
月
２
６
日
に
福
井
市
よ
り
公
共
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。
　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
福
井
市

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
数
値
撮
影
、
写
真
地
図
作
成
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
５
月
３
０
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
福
井
市
、
鯖
江
市
、
越
前
市
、
坂
井
市
、
永
平
寺
町
お
よ
び
越
前
町
内
一
円
な
ら
び
に
大
野
市
内
の

一
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
、
令
和
６
年
３
月
６
日
に
坂
井
市
よ
り
公
共
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で

、
同
法
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る

。　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
坂
井
市

２
　
作
業
の
種
類

　
　
公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
更
新
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
５
年
１
１
月
１
５
日
か
ら
令
和
６
年
２
月
２
９
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
坂
井
市
一
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
井
市
長
か
ら
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
同
法
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称

　
⑴
　
種
類

　
　
　
福
井
都
市
計
画
下
水
道

　
⑵
　
名
称

　
　
　
福
井
市
公
共
下
水
道

２
　
縦
覧
場
所

　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課
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福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
６
－
１
号

　
漁
業
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
２
６
７
号
）
第
１
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
松
出
シ
瀬
海
域

に
お
け
る
い
か
類
を
除
く
水
産
動
物
（
以
下
「
水
産
動
物
」
と
い
う
。
）
の
採
捕
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
制
限
す
る
。
た
だ
し
、
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
船
舶
を
使
用
し
、
か
つ
福
井
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
が
発
行
す
る
標
旗
を
揚
げ
て
行
う
場
合
は
、
第
２
項
第
２
号
を
除
き
こ
の
限
り
で
な

い
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
小
林
　
利
幸

第
１
　
松
出
シ
瀬
海
域

　
点
Ａ
と
点
Ｂ
を
結
ぶ
線
と
、
水
深
２
０
０
メ
ー
ト
ル
の
等
深
線
と
で
囲
ま
れ
た
松
出
シ
瀬
お
よ
び
大
グ

リ
の
海
域
と
す
る
。
（
以
下
「
松
出
シ
瀬
海
域
」
と
い
う
。
）

　
点
Ａ
：
北
緯
　
３
６
度
１
４
分
１
１
．
０
７
６
秒

　
　
　
（
日
本
測
地
系
　
北
緯
　
３
６
度
１
４
分
）

　
　
　
　
東
経
１
３
５
度
５
３
分
４
９
．
４
９
０
秒

　
　
　
（
日
本
測
地
系
　
東
経
１
３
５
度
５
４
分
）

　
点
Ｂ
：
北
緯
　
３
６
度
２
４
分
１
１
．
０
２
４
秒

　
　
　
（
日
本
測
地
系
　
北
緯
　
３
６
度
２
４
分
）

　
　
　
　
東
経
１
３
６
度
　
５
分
４
９
．
４
０
４
秒

　
　
　
（
日
本
測
地
系
　
東
経
１
３
６
度
　
６
分
）

第
２
　
制
限
内
容

１
　
手
釣
り
ま
た
は
さ
お
釣
り
に
よ
り
水
産
動
物
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
遊
漁
船
業
者
は
、
水
産
動
物
を
採
捕
す
る
利
用
客
を
、
当
該
海
域
に
案
内
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
３
　
承
認
漁
法

　
承
認
の
対
象
漁
法
は
、
釣
り
漁
業
が
行
う
釣
り
、
遊
漁
が
船
を
錨
等
で
固
定
さ
せ
ず
に
行
う
手
釣
り
ま

た
は
さ
お
釣
り
（
ま
き
餌
釣
り
は
除
く
。
以
下
「
流
し
釣
り
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

第
４
　
承
認
区
域

　
釣
り
漁
業
お
よ
び
遊
漁
の
承
認
を
す
る
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
⑴
　
釣
り
漁
業
：
松
出
シ
瀬
海
域

　
⑵
　
遊
　
　
漁
：
松
出
シ
瀬
海
域
の
う
ち
、
北
緯
３
６
度
２
４
分
１
１
．
０
２
４
秒
（
日
本
測
地
系
北

緯
３
６
度
２
４
分
）
以
北
お
よ
び
東
経
１
３
５
度
５
９
分
４
９
．
４
３
６
秒
（
日
本

測
地
系
東
経
１
３
６
度
０
０
分
）
以
東
の
区
域

第
５
　
操
業
お
よ
び
遊
漁
の
期
間

　
操
業
お
よ
び
遊
漁
の
期
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
　
釣
り
漁
業
：
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月
３
１
日
ま
で

⑵
　
遊
　
　
漁
：
４
月
１
５
日
か
ら
８
月
３
１
日
ま
で

第
６
　
承
認
隻
数
等

　
釣
り
漁
業
の
承
認
隻
数
ま
た
は
遊
漁
の
標
旗
発
行
枚
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
　
釣
り
漁
業
：
福
井
県
と
石
川
県
に
住
所
を
有
す
る
漁
業
者
　
２
２
０
隻
以
内

⑵
　
遊
　
　
漁
：
標
旗
の
発
行
枚
数
　
１
４
０
枚
以
内

第
６
の
２

　
釣
り
漁
業
に
関
し
、
前
項
の
隻
数
を
超
え
て
申
請
が
あ
っ
た
場
合
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
の
操

業
実
績
者
を
優
先
す
る
も
の
と
し
、
操
業
実
績
の
な
い
者
お
よ
び
新
規
の
申
請
者
に
つ
い
て
は
、
福
井
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
公
正
な
抽
選
に
基
づ
き
承
認
す
る
船
舶
を
選
定
す
る
。

第
６
の
３

　
遊
漁
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
要
件
を
満
た
す
全
て
の
申
請
者
に
対
し
て
承
認
す
る
。
た
だ
し
、
標
旗
は

次
に
示
し
た
団
体
（
以
下
「
遊
漁
団
体
」
と
い
う
。
）
に
預
け
、
管
理
お
よ
び
調
整
を
託
す
る
。

　
１
　
福
井
県
：
福
井
県
漁
場
利
用
協
議
会

　
２
　
石
川
県
：
石
川
県
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
連
絡
協
議
会

第
７
　
承
認
の
申
請

　
釣
り
漁
業
に
か
か
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
船
舶
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
は
、
所
属
す
る
漁
業
協

同
組
合
長
の
副
申
書
お
よ
び
名
簿
と
と
も
に
、
申
請
書
を
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
遊
漁
に
か
か
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
船
舶
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
で
あ
っ
て
遊
漁
団
体
に
所
属

す
る
者
は
、
遊
漁
団
体
の
長
の
副
申
書
お
よ
び
名
簿
と
と
も
に
、
申
請
書
を
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
遊
漁
に
か
か
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
船
舶
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
で
あ
っ
て
遊
漁
団
体
に
所
属

し
な
い
者
は
、
申
請
書
お
よ
び
誓
約
書
を
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。　
た
だ
し
、
当
該
海
域
に
お
い
て
、
試
験
研
究
ま
た
は
教
育
実
習
の
た
め
に
水
産
動
物
を
採
捕
す
る
場
合

は
、
副
申
書
に
代
え
て
、
試
験
研
究
計
画
書
ま
た
は
教
育
実
習
計
画
書
を
添
付
し
た
申
請
書
を
福
井
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
長
に
提
出
し
て
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
７
の
２

　
遊
漁
に
か
か
る
承
認
を
申
請
す
る
場
合
は
、
次
の
内
容
を
確
認
で
き
る
書
面
の
写
し
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

１
　
総
ト
ン
数
１
５
ト
ン
未
満
の
船
舶
で
、
船
舶
検
査
証
書
の
航
行
区
域
に
お
い
て
松
出
シ
瀬
海
域
を

航
行
区
域
に
含
む
船
舶
で
あ
る
こ
と
。

２
　
１
級
小
型
船
舶
操
縦
士
免
許
の
有
資
格
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
松
出
シ
瀬
海
域
に
お
い
て
確
実
に
陸
船
間
の
連
絡
が
可
能
な
通
信
設
備
を
装
備
し
て
い
る
船
舶
で

福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
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あ
る
こ
と
。

４
　
対
物
賠
償
お
よ
び
対
人
賠
償
に
か
か
る
賠
償
責
任
な
ら
び
に
船
体
救
助
お
よ
び
人
命
救
助
に
か
か

る
捜
索
救
助
費
用
に
関
す
る
保
険
に
加
入
し
て
い
る
者
か
つ
船
舶
で
あ
る
こ
と
。

第
７
の
３

　
福
井
県
に
住
所
を
有
し
な
い
者
で
、
釣
り
漁
業
に
か
か
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
船
舶
の
所
有
者
ま

た
は
使
用
者
は
、
そ
の
住
所
の
所
在
す
る
都
道
府
県
の
知
事
の
副
申
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
７
の
４

　
船
舶
を
所
有
し
な
い
者
で
、
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
使
用
者
は
、
船
舶
使
用
承
諾
書
を
申
請
書

に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
８
　
承
認
証
の
交
付

　
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
は
、
承
認
を
し
た
時
は
、
承
認
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
９
　
制
限
ま
た
は
条
件

　
承
認
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
と
お
り
制
限
ま
た
は
条
件
を
付
す
る
。

⑴
　
承
認
を
受
け
た
船
舶
を
使
用
し
て
釣
り
漁
業
ま
た
は
遊
漁
を
行
う
時
は
、
標
旗
を
船
橋
の
見
や
す

い
場
所
に
揚
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵
　
釣
り
漁
業
の
乗
組
員
は
、
船
舶
検
査
証
書
に
記
載
さ
れ
た
漁
労
を
す
る
人
数
以
内
と
す
る
。

⑶
　
遊
漁
の
乗
組
員
は
３
人
以
内
で
、
使
用
す
る
竿
数
は
３
本
以
内
と
す
る
。

第
９
の
２

　
釣
り
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
船
舶
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
は
、
４
月
お
よ
び
１
０
月
を
始
期
と
す
る

半
期
に
つ
い
て
、
各
期
の
終
了
後
１
か
月
以
内
に
釣
獲
実
績
報
告
書
を
所
属
す
る
漁
業
協
同
組
合
を
通
じ

、
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
遊
漁
の
承
認
を
受
け
た
船
舶
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
は
、
遊
漁
期
間
の
終
了
後
１
か
月
以
内

に
釣
獲
実
績
報
告
書
を
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
９
の
３

　
承
認
を
受
け
た
船
舶
を
使
用
し
て
、
釣
り
漁
業
ま
た
は
遊
漁
を
行
う
時
は
、
第
８
に
規
定
す
る
承
認
証

を
船
舶
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
９
の
４

　
承
認
を
受
け
た
船
舶
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
あ
る
い
は
乗
船
者
は
、
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
他
、

福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
必
要
と
認
め
て
指
摘
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
摘
事
項
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
１
０
　
違
反
者
の
措
置

　
承
認
を
受
け
た
船
舶
の
所
有
者
ま
た
は
使
用
者
あ
る
い
は
乗
船
者
が
、
制
限
ま
た
は
条
件
あ
る
い
は
指

摘
事
項
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
は
当
該
船
舶
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
る
。

第
１
１
　
遊
漁
団
体
へ
の
指
摘

　
遊
漁
団
体
は
、
第
６
の
３
項
に
規
定
す
る
標
旗
の
管
理
お
よ
び
調
整
の
他
、
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員

会
が
必
要
と
認
め
て
指
摘
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
摘
事
項
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
１
２
　
申
請
書
類
等
の
様
式

　
申
請
に
必
要
な
書
類
等
の
様
式
は
、
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

第
１
３
　
指
示
の
有
効
期
間

　
令
和
６
年
３
月
１
９
日
か
ら
令
和
８
年
４
月
３
０
日
ま
で

福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
１
号

　
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
６
－
１
号
（
令
和
６
年
３
月
１
９
日
）
第
１
２
の
規
定
に
基
づ
く

様
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
令
和
６
年
３
月
１
９
日

　
　
　
　
　
　
福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
会
長
　
小
林
　
利
幸

福
井
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
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